
お客様コールセンター

関東財務局長（少額短期保険）第1号

0120-431-909（通話料無料）　9：00～18：00（土・日祝日を除く）

１． 住宅に掛けられている保険、保証では補償されないから
住宅瑕疵担保責任保険、地盤保証等の住宅に掛けられている保険、保証では
地震を原因とした損害が補償されません。

２． 地震保険だけでは住宅再建が難しいから
地震保険は、火災保険の50%までの補償です。お客様が地震保険に入っていても、
必要な資金が不足する場合があります(裏面をご参照ください)。

[認定取扱店]

地震は「いつ」「どこで」「どれくらいの大きさで」起こるかわかりません。

３． 地震の被害は住宅の倒壊だけではないから
新築したばかりの住宅でも、隣家からの火災(延焼)や土砂崩れ、津波など、防ぎきれない
地震被害があります。ローンが多く残っている時期だからこそ、手厚い補償が必要です。

　当社では、地震専門の保険業者からの認定を
受け、国内唯一の「地震補償付き住宅」制度を
導入しています。

※翌年以降の補償継続は、お客様が自由にお決めいただけ
ます。翌年以降も補償継続をご希望の場合は、お客様に費用
のご負担をお願いします。

「地震補償付き住宅」を提供します。だから
当社は

震災時、最大900万円が受け取れます震災時、最大900万円が受け取れます
５タイプ５タイプ

補償額は、世帯人数により決まる
300～900万円の５タイプ をご用意！５タイプ５タイプ
補償額は、世帯人数により決まる
300～900万円の５タイプ をご用意！

最大補償額
※世帯人数は、施主様および施主様のお住まいに同居する方の合計人数となります。※世帯人数は、施主様および施主様のお住まいに同居する方の合計人数となります。



「地震補償付き住宅」なら、以下の保険金が受けとれます！

地震補償制度をご利用のお客様の個
人情報は、保険契約の引受のために日
本震災パートナーズに提供されます。
日本震災パートナーズは、日本で唯一
*「地震補償保険」という保険を扱う少
額短期保険業者（ミニ保険会社）です。
　*2011年2月末時点

お客様サービスセンター　0120-431-909
（9～18時　土・日・祝日を除く）

関東財務局長（少額短期保険）第1号

日本震災パートナーズは木造戸建住宅を施工される
ビルダー、工務店様を補償面からお手伝いします。

管理番号：CG01-2010-316　　2010年4月作成

1,500万円のマイホームが地震で全焼したら、
家計の収支はどうなるの？

1,500万円のマイホームが地震で全焼したら、
家計の収支はどうなるの？

老後の資金も
心配だし…

子どもの学費は
大事だし…親からの借金も

限界がある…
ローンもたくさん
残っているし…

残りはどこから工面しようか…

地震保険

※火災保険の補償額
　1,400万円の50％

利用できる資金必要となる費用
住宅の

建て替え費用

建て替えまでの
仮住まい家賃

引越し費用

国からの補助金
※被災者生活再建支援法の補助金。
　全壊で100万円、建物の再建・購入で
　200万円  の合計300万円。
　1名世帯の場合は、上記の4分の3。

合計1,600万円 合計1,050万円

1,500万円 300万円

生活を元通りにするために、

        1,600 － 1,050 ＝ 550 万円が不足しています。
※金額は日本震災パートナーズのシミュレーションによります。
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750万円
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＊地震保険と地震補償保険リスタでは保険金のお支払い事由が異なります。リスタでは被害認定が一部損の場合は保険金お支払いの
　対象となりません。お支払い基準は、地方自治体が発行する「り災証明書」の被害認定によります。

民間損保会社の地震保険にご加入の方も、万一被災した際には、
地震保険と「地震補償保険リスタ」の両方から保険金を受け取れます！


